
「児童福祉施設における防災計画作成指針（案）」に対するパブリックコメントの結果に

ついて 
 

１．募集期間   令和８年１月７日（水）～１月２７日（火） 

２．寄せられたご意見 ８件 

 

番号 ご意見の概要 左記に対する考え方 

【前文】 

１ 【児童施設における地震対策の提案】 

「防落（ぼうらく）ゾーニング」の導

入を提案します。 

防落ゾーニングとは、施設内を子ども

ゾーン（お預かりする人）・大人（職員）

ゾーン・無人（倉庫）ゾーンに区分し、

各ゾーンごとに物の配置高さや設置方

法をルール化する考え方です。特に、子

どもが活動するゾーンでは物の配置高

さを低く設定することで、 地震時の落

下物によるケガや逃げ遅れを防ぎ、まず

は人的被害を最小限に抑えることを目

的とした取り組みです。 

 

【提案理由①】 

地震時の人的被害を最小限に抑える

有効な対策であるため 

 

2018 年より、学校法人 SAIBI 学園に

おいて、地震を想定した環境整備に携わ

ってきました。2024 年能登地震後の現

場検証では、家具・備品の転倒や落下を

大きく防ぐことができた一方で、掛け時

計の落下・破損、ガラス飛散、教材の落

下・散乱などにより、園児のケガ、つま

ずきによる二次被害、避難行動の妨げと

いった危険性が顕在化しました。このこ

とから、避難行動以前に、室内環境その

ものが子どもや保育者の安全を左右す

るという現実が明らかになり、その対策

として防落ゾーニングが有効であると

考えています。 

 

【提案理由②】 

現場からの切実な声を受け、まずは石

川県に届けたいと考えたため 

ご提案の内容を踏まえ、実際に、物の

配置の高さを低くするなどの工夫を行

っている認定こども園の取組例を追記

しています。（第Ⅲ章２（４）参照） 



番号 ご意見の概要 左記に対する考え方 

 

SAIBI学園の実践園見学には、県内外

から保育関係者が訪れています。 

 

〈宮城県 保育士〉 

「次に地震が起きたら、園児を落下物

から守るために自分の命を犠牲にする

覚悟で働いている。防落ゾーニングのよ

うに、保育士も園児も“物の落下から守

れる仕組み”が全国に広がってほしい。」 

 

〈宮崎県 保育士の保護者〉 

「垂直避難の前にケガをしたら意味

がない。娘が来春、幼児教育の現場で働

く予定だが、命を犠牲にしてほしくな

い。」 

 

これらの声から、個人の覚悟に依存し

ない、安全な環境づくりの必要性を強く

感じています。 

 

4．防落ゾーニング導入のご検討のお願

い 

防落ゾーニングは、 

•大規模改修を伴わない 

•日常の整理整頓・保育と両立できる 

•現場の実態に即した実践的対策 

という特徴があります。 

 

私は 3S コンサルタントとして、保育

現場の安全・効率化に関する講座や見学

会を行っていますが、見学者の声を受

け、対策の一つである「防落ゾーニング」

の考え方を無償で公開することを決め

ました。石川県内の児童施設にこの考え

方を知っていただくことで、 各施設が

自主的に取り入れ、今後の地震対策の一

つとして活用されることを願い、提案い

たします。 

２ 電気については、「太陽光発電」の活

用についても記載されていますが、災害

発生時にも電力供給を可能とするのは

太陽光だけでなく、風力や中小マイクロ

ご提案の内容を踏まえ、備蓄品として

「蓄電池」等を追記しています。（第Ⅲ

章２（６）参照） 

 また、水道の代替手段として、「井戸
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水力等も考えられるので「再生可能エネ

ルギー発電設備」のようにより幅広にし

たうえで、特に太陽光の場合は夜間にも

電力を使うために「蓄電池」が必須なの

で、これも併記してはどうでしょうか？ 

これらの設備は災害時の非常用電源

となるだけでなく、平時にも電気代削減

効果を発揮するので施設運営経費の削

減に役立ちます。 

水道についても、水道が止まった場合

でも、例えば井戸を掘るなど備蓄以外に

も水を得る手段はあるのではと感じま

した。 

や雨水貯留設備等」を追記しています。

（第Ⅲ章２（３）参照） 

 

３ 能登半島地震では断水等の中で「弁当

持参」での保育となり、用意できる家庭

とできない家庭で格差が生じた事例が

あったと聞く。災害時ほど家庭の条件差

が拡大するため、食事が家庭任せになる

と、子どもの健康と尊厳が家庭事情で左

右される懸念がある。 

  

 改定案 P14-15 の「業務の休止、一部

縮小」について、具体的な判断の視点と

選択肢の例を明記してほしい。 

（判断視点の例：ライフライン、孤立状

況、職員体制、全児童への平等な食事提

供の可否） 

（選択肢の例：通常保育／短時間保育／

縮小保育／休園・二次避難） 

    

 保護者に弁当の持参など通常保育と

異なる条件を求める場合に「できない家

庭がある前提」で、代替手段（備蓄・配

給・施設での提供等）を示し、施設単独

で対応困難な場合には、受援につながる

手順も明記してほしい。食料支援につい

ては、要請先（窓口・連絡先）や手順、

優先順位の考え方を平時から確認でき

るようにしてほしい。 

ご提案の内容を踏まえ、「業務の休止、

一部縮小」について、具体的な判断の視

点と選択肢の例を追記しています。 

また、施設において、被災により通常

の食事提供が難しく、やむを得ず、保護

者に弁当の持参を依頼する場合であっ

ても、弁当を用意できない状況にある家

庭の子どもに対しては、備蓄品や支援物

資の活用、近隣施設との連携等により食

事を提供し、可能な限り、子どもに不利

益や格差が生じないよう努めるべきこ

となども追記しています。（第Ⅲ章２

（７）参照） 

４ 災害時情報共有システム（P18-19）に

ついても、通信途絶時の代替手段に加

え、入力後に「誰が・いつ・どのように」

支援につなげるかの流れを事前に確認

ご提案の内容を踏まえ、災害時情報共

有システムへの入力後、国・県・市町が

入力内容を随時確認し、共有すること

で、支援の優先順位の検討の際に活用さ
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できるよう、指針への明記を求めたい。 れる旨を追記しています。（第Ⅲ章３

（１）参照） 

５ 職員の出勤について 

 

災害時は職員自身も被災し、家族対

応・避難・道路寸断等で参集できない場

合がある。施設機能維持の重要性は理解

するが、過度な自己犠牲を前提にしない

ため、参集（出勤可否）の判断基準と代

替体制の例を指針に明記してほしい。 

 

（参集判断基準の例） 

・本人の安全（自宅被害・負傷・避難の 

要否） 

・家族対応（安否確認・育児介護等） 

・移動可能性（道路寸断・交通停止） 

・通信状況等。 

 

（代替体制の例） 

・出勤困難者が一定数発生する前提で、

受援（応援要請）手順、資格が必要な業

務 

・支援者が担える業務の切り分け、引継

ぎ・宿泊・食料確保等の受入体制を具体

化 

ご提案の内容を踏まえ、職員の参集の

可否における判断基準等を追記してい

ます。（第Ⅳ章１（１）、２－１（３）、

３－２（３）参照） 

６ BCPの有効性について 

 

改定案には、防災計画・BCPについて、

訓練等を踏まえた検証や必要に応じた

見直しなど、継続的に改善していく方向

性が示されており、重要な視点だと受け

止めています。 

一方で、「いつ、どのように更新する

か」について、最低限の頻度や更新手順

（更新のきっかけ）が具体化されていま

せん。 

配置・連絡網・備蓄・体制は年度ごと

に変化しやすく、更新が滞ると形骸化す

るおそれがあります。 

少なくとも年 1回以上など、具体的な

定期点検・更新の頻度を指針に明記して

ください。 

さらに、関係者が共同で作成・更新で

ご提案の内容を踏まえ、BCPの最低限

の更新頻度の目安や更新の契機等につ

いて追記しています。また、BCPのひな

型については、資料編に記載していま

す。（第Ⅵ章３参照） 
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きる共通の BCPモデル（ひな型）や運用

フロー（窓口、連絡経路、要請様式、情

報共有手段等）を整備し、平時から点検・

訓練・更新まで回るよう、支援者と速や

かにつながる仕組みの音頭取りを県が

率先して担うことについても、指針に明

記していただきたいです。 

７ 衛生環境の応急復旧（トイレ・手洗い）

について、被災した保護者と相談し、提

出します。 

 

１．現行案で示されている点 

改定案では、ライフライン確保として

「水道の代替手段の確保」「下水道の代

替手段の確保（簡易トイレの確保等）」

が挙げられています。 

また、備蓄品として簡易トイレ等の衛

生用品が例示され、必要量の目安（例：

1日 1 人 5回分、1週間分を目標）が示

されています。 

さらに、能登半島地震の教訓として

「上下水道が長期間使用できない施設

が多数」「衛生環境悪化のリスク」「水と

衛生の備えを優先事項として位置づけ

る必要」が明記されています。 

 

２．不足している点（課題） 

備蓄（代替手段）の記載に比べて、施

設のトイレ・手洗い設備（給排水設備を

含む）が損傷した場合の応急復旧の位置

づけ・責任主体・手順に加え、応急復旧

の達成基準（どの状態をもって「応急復

旧できた」とみなすか）が十分に明確で

はありません。 

現場では、設備保全上の制約等を理由

に、子どもが日常的に過ごす施設におい

て、砂遊び等の屋外活動が長期（1年以

上）にわたり制約された事例がありま

す。加えて、屋外活動空間（園庭等）の

損傷により、屋外活動の再開が困難とな

る場合もあります。 

このように、応急復旧の目標状態は衛

生面に限定されると、保育（教育）活動

いただいたご意見は参考とさせてい

ただきます。 
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が実質的に回復しない事態が生じ得ま

す。したがって、応急復旧の目標状態は

衛生面に限定せず、保育環境・子どもの

育ちの観点を含めて設定する必要があ

ると考えます。 

 

３．追加修正案（追記案） 

災害により施設のトイレ・手洗い設備

（給排水設備を含む）が損傷し使用不能

となった場合、施設を管理する自治体は

本復旧に先立ち、応急復旧（仮設トイレ・

仮設手洗い・仮設給排水等）に速やかに

着手する。 

応急復旧の達成基準（目標状態）は、

衛生機能の確保に加え、保育環境の回復

（屋外活動を含む活動が過度に制約さ

れないこと）および子どもの育ちへの影

響を考慮して設定する。 

自治体による対応が困難な場合、県は

助言・技術的支援にとどまらず、資機材

等の確保、広域的な応援派遣の調整、関

係機関との連携体制の構築を行い、応急

復旧が停滞しないよう関与する。 

上記は、施設機能の維持と早期復旧・

再開の観点から重要であり、「水と衛生」

を優先事項として位置づける改定案の

方向性を具体化する追記となります。 

８ 児童のケアについて 

  

被災した保護者と相談し、提出しま

す。 

こころのケアの記載はありますが、災

害後の生活環境の変化（食事内容、生活

リズム、運動機会等）による身体面・行

動面への影響についても、より明確に位

置づける必要があります。 

 

【具体的な修正案】 

 こころのケアに加えて、避難生活や物

資不足による食事内容の変化、支援物資

（菓子類等）による生活習慣の変化、運

動機会の低下等が、児童の健康や行動、

発達に影響し得る旨を追記してくださ

ご提案の内容を踏まえ、避難生活等に

よる食事内容の変化や生活リズムの乱

れ、運動機会の減少等が、子どもの心身

や行動に影響を及ぼす可能性がある旨

を追記しています。（第Ⅳ章５参照） 
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い。 

 施設（園）の職員が観察・ケアを行う

主体であること、人員不足等で施設内の

みの対応が困難な場合は自治体・関係機

関・専門職等への受援（支援要請）につ

なぐ手順と窓口を平時から整理し、必要

時に速やかに支援を受けられる体制を

明記してください。 

 県が、当該手順の作成・見直し（研修

や連絡体制整備を含む）を支援すること

も明記されることを望みます。 

 


